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韓

韓

E
四
円
喧
耳
誌
。
批
評
に
曜
ふ

霧

ま最

岡

d
§
1
3
誌
の
批
評
に
鹿
ふ

一一

小

島

昌

太

郎

私
が
昨
年
七
月
後
行
の
我
が
結
構
接
部
紀
要
同
『
o
z
dロ円高千

島
開
n
S
O
B
-
n
同
2

2
に
掲
げ
た
目
。
思
宮
z
t
p
S
A

円。日官庁戸時
E
ロ。

D
F何
時
官
官
官
主
題
す
る
論
文
に
つ
い
て
、

3
M
4
E司
誌
は
、
昨
冬
十
二
月
一
日
附
の

40--

ロ
〈
・
・
宮
?

と
M
M

に
於
て
、
モ
の
政
節

E
引
用
し
て
之
を
紹
介
し
、
且
つ

二
三
白
批
評
主
附
け
加
へ
た
。

司
包
召
】
昌
は
英
文
に
て
護
行
せ
ら
る
a
h

海
運
専
門
週
刊
雑
誌

止
し
て
、
世
界
的
名
聾
を
も
っ
最
も
構
成
あ
る
雑
誌
の
一
つ
で

あ
っ
て
、
我
園
に
於
て
も
多
数
の
識
者
主
有
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
右
の
批
評
は
紀
要
の
護
者
で
た
い
所
の
我
が
読
書
子
の

限
に
崩
れ
た
で
あ
ら
う
し
.
且
つ
今
田
町
巴
号
宮
司
、
の
論
説
子
に

r 

都
ニ
十
六
巻

第

揖

入

五

よ
り
て
批
評
せ
ら
れ
た
る
個
所
は
、
私
の
邦
文
著
書
「
海
運
同

県
論
」
に
も
掲
げ
て
あ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
或
は
同
書
の
識
者

ひ
そ
か
に
之
主
同
様
の
疑
問
若
し
く
ぷ
批
評
を

有
せ
ら
る
A
方
が
な
い
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ

の
う
ち
に
も
、

~ 1舟;ミ
旦て υ

j守宅:故
..1、 tc

Et、る
に と 13
よ と
り.1. l~ 
てし司、

z三官
"(i ~M 
~ h:: ~I. 

せ fj，モ
らは寺'J!
E図型
!骨呂;/;
KEι 法
従 ZS と

q品!豊
疑と E
問 1 に

を足止
掲的t:r
げ mt る
る rVI や
己いを う
と 7川、た

ふう{回
しる所
た意 I亡
。 味 lつ

に き
方号 、
て l私
、の

そ著
の書
批。
言宇 ;1ii: 
に明
主J に
す まf
るし

葬補

可

E
4
F『
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そ
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を
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岳吋

OZMHrFOH門戸日
o
q
R
Z
O由・

す
た
は
ち
、
私
の
論
文
は
、
そ
の
内
容
に
於
て
斬
新
た
る
所

あ
る
に
よ
り
興
味
あ
る
も
白
で
あ
る
が
、
事
宜
を
侮
う
る
に
於

て
不
正
確
去
る
も
白
が
あ
る
、
ル
」
い
ム
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
不
正
確
在
し
て
指
摘
せ
ら
れ
た
所
は
三
つ
あ
っ
て
、
第
一

は
、
弘
が
市
場
運
賃
が
鶏
肋
鮪
を
下
つ
で
も
、
特
殊
の
事
情
の

下
に
あ
る
般
主
は
甥
般
を
行
は
や
し
て
、
依
然
、
之
社
航
海
せ

し
む
る
こ
・
と
が
あ
る
、
'
と
地
べ
た
貼
で
あ
り
、
第
二
は
、
市
場

運
賃
が
下
落
し
て
或
般
舶
を
以
て
す
る
海
運
労
務
の
生
産
費

が
、
市
場
巡
賃
L

と
同
舗
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
般
舶
の
現

在
倒
格
は
零
K
蹄
す
主
い
っ
た
献
で
あ
り
、
第
三
は
、
不
定
期

舵
主
の
鍵
舶
同
胞
と
い
ふ
'ζ

止
を
述
べ
た
酷
で
あ
る
。

第
一
の
闘
を
批
評
す
る
但
首
り
、
司
E
『
町
宮
山
、
誌
は
尖
の
如
く

に
越
ベ
て
居
る
。

『
越
貨
の
「
加
盟
姑
鮪
」
と
い
ム
も
の
を
愉
や
る
に
営
り
、
著

者
は
、
「
と
れ
〔
繋
船
賦
U

は
航
舶
が
税
込
み
の
機
舎
を
も
っ

所
の
貨
物
白
分
量
如
何
に
よ
り
て
高
く
も
た
れ
ば
低
く
も
紅

雑

録

司自
4
F『
誌
の
批
評
に
臨
ふ

if< 

る」
b
c
趨
べ
て
居
る
。
併
し
乍
ら
.
我
園
門
英
吉
利
u
白
貨
物
般

主
建
は
、
常
に
、
そ
れ
〔
紫
舵
賄
〕
は
決
定
的
要
素
た
る
運
賃

率
白

E
Kで
あ
る
と
い
ふ
意
見
を
も
っ
て
居
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
ま
た
五
営
危
る
見
解
で
あ
る
。
然
る
に
、
甥
般

職
に
於
け
る
運
賃
率
を
表
示
す
る
小
島
教
授
公
式
に
従
へ

ば
、
銃
に
と
の
賠
〔
繋
般
臨
〕
に
ま
で
運
笥
か
下
っ
て
居
る
の

に
、
結
、
去
の
柚
っ
ち
に
は
、
彼
等
の
般
舶
を
繋
留
せ
ぎ
る
も
の

が
あ
る
己
主
に
左
4
て
居
る
己
主
は
注
意
す
べ
き
と
と
で
あ

り
、
且
つ
彼
自
ら
も
、
夫
に
引
用
す
る
所
が
示
す
が
如
く
、

己
れ
は
屡
k
起
る
も
の
な
る
己
主
を
明
か
に
認
め
て
居
る
。
』

そ
し
て
、
私
の
失
白
文
言
が
引
用
さ
れ
て
あ
る
。

不
定
期
船
事
識
に
於
て
も
亦
.
船
主
位
市
場
誕
貨
が
繋
船
動
以
下

t
る
揚
骨
に
於
て
も
、
所
有
船
を
繋
留
せ

f
る
こ
と
が
あ
る
@
そ
の

一
例
は
、
船
舶
が
指
鵠
に
仰
せ
ら
れ
て
屠
る
場
合
で
あ
る
.
議
L
船

舶
O
現
在
慣
格
な
る
も
自
は
、
そ
由
船
舶
に
よ
り
て
提
併
す
る
海
誕

勢
務
の
生
産
一
費
と
.
市
場
謡
貨
と
が
、
同
一
・
と
な
り
た
る
と
奇
に
零

に
蹄
ナ
る
山
て
あ
っ
て
、
か
A

る
場
合
に
、
縦
ひ
幾
許
に
て
も
そ
山

船
品
開
に
惜
椅
を
毘
む
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
V
崎
市
曜
日

於
げ
る
運
賃
騰
賞
主
見
込
む
に
上
る
白
て
あ
る
@
現
在
白
事
情
白
下

に
於
て
仕
、
解
姐
倒
椅
は
別
と
し
て
、
生
産
財
た
る
船
舶
と
し
て

第
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巻
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雑

'* 
同
包
門
司
宮
可
誌
の
批
評
に
臨
ふ

位
、
何
等
の
伺
絡
を
も
つ
も
ゅ
で
は
な
い
。

然
る
に
、
市
場
誕
貨
が
生
産
費
を
下
る
の
み
な

ιず
.
既
に
繋
船

悶
に
埠
L
た
る
と
き
は
、
そ
由
船
舶
を
所
布
す
る
ζ

と
そ
れ
自
身

討
、
明
か
に
損
先
を
意
味
し
て
尉
る
。
印
ち
そ

ω
船
舶
は
マ
イ
ナ
ス

。
倒
椅
よ
り
外
に
は
何
物
を
も
、
も
ち
容
な
い
替
で
あ
る
。
故
に
債

務
者
が
拙
前
船
舶
を
繋
船
す
る
な

ιば
、
抵
抗
駒
山
倒
柿
が
マ
イ
ナ

ス
に
な
っ
た
に
」
配
誠
一
附
す
る
に
外
な
ら
自
由
で
あ
る
h
r
i
b
、
債
措

者
は
帯
描
俸
を
製
求
す
る
は
明
か
で
あ
る
。

勿
論
、
事
情
に
明
か
る
を
債
措
者
で
あ
る
た
b
位
、
市
場
担
置
が

生
産
曲
目
を
下
る
に
至
る
ま
て
に
、
靖
弛
保
を
要
求
し
た
で
も
あ

ιう

が
、
航
海
計
算
位
外
部

ω
も
の
に
は
、
さ
ほ

r、
明
か
に
分
る
も
の

で
な
い
か
ら
、
船
舶
が
就
役
し
て
居
る
陣
り
、
例
措
者
也
事
〈
は
不

注
意
の
催
て
居
る
。
併
し
、
之
が
一
度
び
繋
船
せ
ら
れ
る
と
な
る

と
そ
の
船
舶
の
現
冊
目
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
か

ら
、
如
何
に
不
法
窓
h
u

債
措
者
で
も
、
増
栂
保
を
要
求
せ

f
に
悦
か

な
い
で
あ
ら
う
。
散
に
債
務
者
た
る
船
主
の
立
場
よ
り
一
百
九
一
目
、
こ

の
婚
指
保
の
背
捕
監
避
〈
る
た
め
に
、
知
班
の
出
謀
る
だ
け
側
聞
を

し
て
、
畳
封
印
偶
絡
な
る
回
復
に
望
み
を
繋
い
で
、
航
出
由
損
生
を

忍
び
な
が
ら
不
利
益
な
る
競
争
山
下
に
替
業
を
軸
け
る
こ
と
与
な

"。。
私
は
、

と
の
詑
越
の
如
何
世
る
部
分
に
於
て
も
、
事
官
を
体

う
る
に

=
2司
R
E
a
u
-左
る
所
あ
る
と
止
を
見
出
し
得
た
い
。
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町
民
主
]
与
の
論
説
子
は
、
戸
内
ワ

tv-ac司
:
目

U
C
E
Z『
宮
高
官

E
向。〕

巧
E
F
m
E円
。
。
『
『

E
同
Z
5
E
n
y
毛

B
F
m
骨
け
日
E
5
5同
世
2
2

-N}
剖
山
め
も
市
場
謡
貨
か
師
同
船
胤
副
主
下
っ
て
も
倫
ほ
特
殊
ゐ
事
情

に
よ
り
航
越
に
従
事
す
る
舵
舶
の
存
夜
す
る
己
主
主
否
認
す
る

ゃ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
そ
出
叩
ろ
布
官
主
無
叫
す
る
の

愉
で
る
ら
う
。
私
は
今
、
さ
う
符
へ
る
よ
り
外
に
何
等
の
答

掃
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ら
う
と
且
ふ
。

或
は
、
禦
舶
賄
と
い
ふ
の
は
、
決
定
的
要
議

E
E
q
E
E吉
岡

宮
内
O
る
で
あ
る
、
と
の
鮪
に
ま
で
誕
貨
が
下
落
す
れ
ば
、
結
主

は
、
い
や
で
も
肱
で
も
所
有
舶
を
蝶
却
す
る
の
外
な
き
も
の

で
、
動
吉
の
取
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、
叫
卦
仙
川
鮪
以
下
の
運
賃
に

於
て
航
漣
に
従
謝
す
る
航
州
な

E
は
あ
る
告
が
た
い
、
・
と
い
ふ

や
う
に
一
一
吉
っ
て
川
る
賠
よ
り
見
れ
ば
、
私
の
剖
は
ゆ
る
緊
結
鮪

'
と
、
論
説
子
や
英
古
利
不
定
期
航
業
者
の
踊
は
ゆ
る
濃
加
鮪
主

い
ふ
も
の
主
、

そ
の
怠
味

E
等
し
く
し
た
い
の
で
は
な
か
ら
う

か
o
右
の
や
う
た
説
明
掠
り
か
ら
同
封
す
れ
ば
、
愉
設
子
や
英
吉

利
不
定
則
的
主
等
は
・
『
迩
貨
が
下
落
し
て
、
引
合
は
友
く
な

っ
て
、
船
主
が
事
宜
上
、
所
有
舶
を
脚
部
印
刷
す
る
に
至
っ
た
場
合

• .・"



。
、
そ
の
運
賃
を
紫
船
結
止
い
ふ
の
で
あ
る
』
主
解
離
す
る
の

外
は
た
い
o
さ
す
れ
ば
、
「
般
を
濃
い
だ
占
き
の
運
賃
が
刷
用
肋
鮪

だ
』
と
い
ふ
己
止
に
危
る
。

か
く
の
如
き
説
明
は
故
も
常
識
的
で
あ
っ
て
、
ま
た
最
も
世

俗
に
別
解
し
易
き
所
で
あ
り
、

且
つ
、
か
〈
の
如
音
色
味
に
於

い
て
現
的
防
と
い
ム
官
換
を
朋
ゐ
る
在
ら
ば
、

と
の
貼
配
下
つ

た
誕
貨
で
航
海
す
る
船
舶
の
あ
れ
ν
得
な
い
と
ん
」
は
、
論
訟
千
の

説
明
主
侠
つ
ま
で
も
た
く
、
言
葉
自
帥
聞
が
表
現
す
る
所
で
あ

る
。
併
し
そ
れ
で
は
皐
間
的
に
何
事
を
も
斡
川
し
て
居
る
の
で

+ナ
Z

ハ。

t
J
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私
が
、
加
盟
踊
般
鮎
占
し
て
、
上
下
K
動
揺
常
な
吉
法
貨
の
或
る

一
軸
を
指
摘
す
る
は
、
市
場
運
賃
が
己
の
賄
を
下
る
・
な
ら
ば
、

船
主
は
純
然
た
る
経
済
期
諭
の
立
場
上
り
言
へ
ば
常
抽
出
、
師
別
加

す
べ
き
も
の
な
る
と
止
を
示
す
の
で
あ
る
G

も
と
よ
り
、
人
間

は
必
宇
し
も
、
徹
到
徹
尾
・
経
済
上
の
立
場
の
み
よ
り
行
動
す

る
も
の
で
は
な
い
o

故
民
、
経
済
制
輸
の
立
場
よ
り
一
吉
へ
ば
常

然
、
繋
船
す
べ
き
事
情
に
あ
り
た
が
ら
・
削
指
船
せ
千
し
て
航
海

せ
し
む
る
己
主
あ
る
は
、
何
等
怪
む
に
足
ら
ざ
る
別
で
あ
る
。

華世

融

同

1
2
4
E可
誌
の
批
静
に
聴
ム

併
し
、
と
の
経
済
理
論
を
無
脱
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
経
済
上
に

於
て
不
利
鈍
で
あ
り
、
久
し
く
之
を
無
脱
し
た
る
行
動
を
税
〈

る
な
ら
ば
、
途
に
は
維
消
上
に
於
て
は
破
滅
す
る
に
至
る
も
の

で
あ
る
。
平
れ
が
粧
消
白
法
別
で
あ
る
。
天
に
唾
せ
ん
主
欲
す

る
も
の
は
、
敢
て
之
を
た
す
で
あ
ら
う
。
併
L
.
そ
の
粕
川
県
は

必
宇
佐
が
之
主
治
ぴ
る
で
あ
ら
う
。
私
が
、
製
船
附
削
た
る
も
の

配
指
摘
し
た
の
は
、

か
t
A

る
経
消
法
則
主
し
て
の
窓
味
を
も
う

も
の
を
指
一
一
小
し
た
の
で
あ
っ
て
、
事
賞
上
舵
主
が
製
僻
す
る
に

五
る
浬
貨
鮪
と
い
ふ
が
如
宮
、
単
純
一
在
常
識
的
た
も
の
を
一
盲
目
ひ

表
は
さ
ん
が
た
め
で
は
な
い
。

或
は

倫
説
子
が
前
捕
の
』
肘
町
一
主
引
川
す
る
す
ぐ
前
に
、
『
ζ

れ
〔
紫
附
則
〕
は
、
加
舶
が
杭
込
み
の
機
合
を
も
っ
州
の
貨
物
白

介
量
如
何
に
よ
り
て
、
高
く
も
・
な
れ
ば
低
く
も
た
る
」
と
い
ふ

私
の
了
仰
を
引
川
し
て
居
る
鮎
か
ら
考
へ
る
と
、
之
・
と
前
摘
。

一
節
と
を
結
び
付
け
て
、
何
等
か
誤
解
す
ゐ
所
が
あ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
、
と
も
品
は
れ
る
。

不
定
期
舶
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
単
に
一
聞
の

つ
v 
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二
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意書

鋭

吋
E
G
F可
誌
の
批
評
に
臨
ふ

地
よ
り
他
の
一
つ
の
治
へ
の
航
海
の
み
に
よ
り
て
計
算
を
立
て

る
も
の
で
は
な
い
o

数
尖
の
辿
践
し
た
る
い
州
総
に
於
て
、
総
合

し
た
る
計
算
を
見
る
の
で
あ
る
o

故
に
単
に
一
航
恥
に
於
け
る

運
賃
か
紫
紡
貼
以
下
で
あ
っ
て
も
、
必
4
2
し
も
そ
れ
が
た
め
に

製
舶
を
行
ふ
も
の
で
は
な
い
o
数
次
の
航
出
に
於
て
紡
川
そ
の

山
地
質
牧
入
が
拍
車
仙
即
断
闘
を
下
る
に
至
っ
て
初
め
て
脚
部
舶
を
行
ふ
の

で
あ
る
。
モ
の
貼
を
私
は
、
紀
市
世
紀
於
て
弐
の
如
く
に
述
べ
た

J

国
己
目
品
目
ω
E
Zロ
品
目
品
佳
巳

F
o
s
a
t
ω
E
E百
円
。
『

回
日
早
口
明
白
。
E
n
O
B
。
司
自
日
日
目
昔
日
u
u
)
ω
F
E
E
Z
自己

Q

旦
。
『

p
o
z
z
-
司向日
Z
2
2
5
岡山内
q
E
ロ
叫
『
呂
田
町
Z
p
h百四
1

旬。ロ

O

『
4
3
M
4
2
問。
P

↓

zd何
mr戸間】戸
ω
ロ
。
内
向
。
『
何
日
制
目
。
ロ
勺
印
】
】
ロ
司
-vl

σ
o
E
E
O
Z
H
O
中
2
問
Z
2
5
5
q
F門
戸
盟
ロ
位
。
吉
司

F
E
『己

-g

mF。込

O
『
ZHO-P可
M百四
』

ι司
司
。
一
口
昨
日
円
一
mm
ロ。『ロロ
c-
己
Mm
『。。
η
i

E
日
目
明
日
旦
骨
住
吉
冨
[
吉
門
戸
E
旦
号
。
士
官
目
。
。
告

。
耳
目
m
h
a
z
F
O「
同
日
昨
日
目
4
0江戸
C
O
ロ
O戸
田
〈
m
E
-
z
B同
2

0円昨日
dめ深
川

}M一回一ω
内山内♂伺-。
]um与
山
内
向
山
口
己
mwpn
叫『。『

mymmm戸時つ』口問

中
。
ヨ
〈
。
吉
岡
田

E

F
戸
『
何
百
五
宮
司
一
昌
吉
岡
Z
H
V

司
o
-
Z
F己

ω『
m
a
-
E【

H
Z
]
γ

日
己
目

U』

uomE問

Ar早
川
戸

m
E目
U
E
ω
r
o
ω

岱
〈

m

d
O可品
F
E
E
n
r
。『

5
z
n古
島
内

3
5
2
3白

P
E
『帝「河口付

r-
コ仏。『

H凶
O円【
gmコ《出
ω
9
p
p
m
r
丸、民ロ
L
P

己戸内】「
0
2
=
-肖

ヂ

0
7
5音
色
、
古
島
、
円
ロ
吾
広

E
m
伊丹一
dm
岳
匂
-
m
E
一ヨ=」問

第
二
十
六
巻

五
六

鍋

焼

凶切仰向目印
MO-mw〈
HHM間
口
官
官
。
-HH何者
Lroロ
MmnMHロ
σ
o
ω
V
O豆一旦
σ可件目。

日「0
口。
4
3
H
ロ同
-10
ロ日戸口
-p-lll

(
ご

1
a
十
三
ー
も
+
w
J
1
n
十

J

H

J

)

H
(詰
l
ミ一
1
)
十
w

N

.

〉
ロ
八
同
委
宮
口
出
馬
日

ι
9可。一
Q

日
盲
目
百
ロ
品
。
ロ
2

r
円

(
P
H♂
十

3
1
b
十
、
門
戸

+
3
N
J
)

〈
(
詰
|
功
、
九
)
十
お

時o
n
0
2
2
ロZ
P
同

r
-
m
ω
V戸同
M
B
n。ロ

J

匂己『《同月。

umw]包
Z1E唱

己
L
に
f
と
あ
る
は
逃
貨
卒
で
あ
っ
て

ら
は
G
L
C

い
ふ

貨
物
の
運
賃
卒
、

内
は
』
貨
物
の
泌
負
準
で
あ
る
。

du
は
と

の
航
舶
が
秘
込
む
貨
物
自
分
説
〈
例
へ
ば
噸
数
)
で
、
ん
は

a
貨

物
の
噸
数
、
ん
は
，
O

貨
物
の
剛
数
を
一
不
す
も
白
で
あ
る
。
向

ほ
、
刑
は
就
航
の
場
合
の
粧
品
国
費
、
J
W

は
奨
舶
の
場
合
の
経
営

費、

M

は
航
迩
費
で
あ
る
。

と
の
説
明
を
読
む
な
ら
ば
、
私
が
濃
加
鮪
・
と
い
ふ
も
の
は

躍
に
一
つ
白
航
海
に
於
て
認
め
得
る
も
の
危
る
主
共
に
、
数
失

辿
総
せ
る
航
海
に
於
て
も
亦
之
を
認
む
る
己
主
が
山
市
郡
る
も
白

な
る
は
明
か
古
あ
ら
う
o

モ
し
て
、
各
側
の
航
海
民
於
て
は
、

そ
の
謎
賃
収
入
は
、
積
込
貨
物
量
正
運
賃
寧
を
乗
じ
た
る
杭
で

これら山詳細にういては、本文中前に掲げたる英文前;(:~は捕者「出謹同盟
諭j第二章第二lHl静岡せらるべ L。
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あ
る
か
ら
、
そ
白
多
裂
は

一
定
白
運
賃
率
白
下
に
於
て
は
、

積
込
貨
物
量
の
大
た
る
場
合
に
は
大
で
あ
り
、
そ
の
小
な
る
場

合
に
は
小
な
る
己
主
は
一
一
育
ふ
ま
で
も
左
ぃ
。
然
ら
ば
、
ま
た
、

日
明
質
事
に
於
て
現
は
る
h
灘
肺
結
、
ー

l
紫
航
鮎
に
於
け
る
巡

貸
率
'
と
い
っ
て
も
同
じ
己
主
で
あ
る
が
l
l
l
在
る
も
の
も
亦
、

り 鵠
て言滝
、自号

商 品11'1

〈 由t
も 杭
t主 主主
れみ
t;!' の
{且機
〈 手話
も 止
な も
るてコ
、}~

4蝿 ヰ担
苛の
す分

*1坑
l;l ι〉

虫H
fJi M 
込 lζ
n J 

物
品
監
の
多
い
場
合
に
は
市
場
運
賃
率
が
比
較
的
低
〈
占
も
品
川
ほ

拍
車
紡
賠
以
上
に
あ
る
己
主
を
得
、
税
込
貨
物
量
白
少
い
場
合
に

は
、
市
場
謎
賃
率
が
比
較
的
高
く
と
も
、
そ
は
現
舶
賠
以
下
な

る
と
止
が
あ
り
得
る
の
は
、
何
等
怯
む
に
足
ら
ざ
る
所
で
あ

る。

四

第
二
に
非
難
を
受
け
た
髄
は
、
運
賃
が
下
落
し
て
、
或
る
般

舶
を
以
て
す
る
海
運
勢
務
白
生
産
費
在
、
市
場
運
賃
、
と
が
、
同

一
と
左
っ
た
・
と
き
に
は
、
そ
の
紡
舶
の
現
在
慣
格
は
零
で
あ
る

ベ
き
筈
で
あ
る
、
主
い
ふ
鮪
で
あ
る
。
と
れ
に
つ
い
て
は
失
の

如
く
批
評
せ
ら
れ
て
居
る
。

雑

録

『
邑

G
-
m一
『
誌
の
批
評
に
出
血
ふ

『
一
二
年
以
前
に
於
て
、
新
治
舶
が
、
そ
れ
を
抵
歯
止
し

て
資
金
が
借
ら
れ
て
、
試
験
航
悔
の
後
K
M踊
航
せ
ら
れ
た
事

例
の
多
〈
あ
っ
た
の
は
箆
め
で
言
ふ
ま
で
も
訟
い
。
併
し

乍

ι、
加
舶
の
現
慣
は
、
そ
の
船
舶
に
よ
っ
て
供
給
せ
ら
る

も
ゐ
路
運
勢
務
の
生
産
費
が
、
市
場
組
貸
率
主
等
し
〈
な
っ
た

場
合
に
は
零
止
な
る
、
』
い
ふ
の
は
、
金
然
、
極
端
た
る
吉

ひ
分
で
あ
る
。
何
止
た
れ
ば
、
川
心
深
き
抵
営
拙
航
者
は
、
山
品

に
、
航
舶
市
債
の
通
常
五

O
%と
い
ふ
十
分
な
徐
裕
を
姥
L

て
居
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
彼
に
と
っ
て
は
、
抵
常
舶
舶
が

制
調
舵
せ
ち
れ
る
か
タ
」
う
か
占
い
ふ
と
と
は
、

ど
う
で
も
よ
い

と
'
と
で
あ
る
。
何
・
と
訟
れ
ば
、
若
し
も
船
主
が
財
政
破
綻
に

陥
っ
た
〔
と
き
に
、
抵
営
植
者
が
之
を
・
と
り
上
げ
る
U
・
と
す
れ

ば
、
損
失
に
於
て
之
を
航
海
せ
し
む
る
と
之
は
、
抵
ゅ
'
両
榔
者

に
と
っ
て
は
更
に
負
携
を
増
加
せ
し
め
ら
れ
る
と
止
で
あ
ら

う
か
ら
。
そ
し
て
庇
k
見
る
が
如
く
、
そ
の
柿
舶
が
、
運
賃

主
総
て
前
捕
で
受
取
っ
て
、
外
岡
行
航
海
に
防
防
せ
ら
れ
て

居
る
主
し
、
抵
首
根
者
が
外
岡
地
到
に
於
て
之
を
差
押
へ
る

ル」

L
、
R
っ
そ
の
港
湾
に
於
け
る
諸
掛
り
並
び
に
そ
の
他
の

第
二
十
六
容
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雑

録

司自』
U
]
』
瞳
白
批
評
に
臨
ふ

諸
費
用
を
負
推
す
る
白
と
す
れ
ば
、
抵
首
捕
者
は
結
局
制
で
あ

る
か
ら
。
誕
に
、
彼
白
山
旧
摘
が
数
年
間
に
亘
っ
て
年
賦
で
鈎

却
せ
ら
る
も
忌
と
と
h
た
っ
た
場
合
に
、
そ
の
利
子
主
制
賦
金

と
が
規
則
正
し
く
支
抑
は
れ
て
居
る
限
り
は
、
抵
首
椴
者
は

増
指
保
h

佐
市
宮
求
す
る
と
と
が
山
梨
な
い
。
』

か
く
む
如
き
非
却
は
町
私
に
と
っ
て
は
不
思
議
丘
非
刻
と
い

ふ
の
外
は
た
い
。
漣
治
生
産
裂
を
似
ふ
だ
け
の
収
入
を
恥
げ
仰

な
い
航
舶
に

E
う
し
て
悦
怖
が
あ
り
得
る
だ
ら
う
か
。
凡
そ
生

産
財
守
B
E
n
o日，問。。
ι
竺
は
、
利
潤
を
皐
げ
得
る
と
19
」
凸
み
に

よ
っ
て
、
そ
の
倒
似
が
存
恋
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ

の
利
潤
の
率
の
高
さ
と
そ
の
存
続
川
附
白
長
さ
と
に
比
例
し

て
、
己
れ
の
傾
値
が
定
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
刊
も
縦
消
上

。
知
識
あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
説
明
白
要
な
き
所
で
あ
ら
う
。

肢
に
、
収
入
主
生
産
費
止
が
等
し
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

牧
入
を
由
市
ぐ
る
本
た
る
生
産
財
の
償
値
は
零
で
あ
る
と
止
は

何
等
極
端
た
る
言
ひ
分
で
は
た
い
。

俳

L
、
現
在
の
利
潤
は
零
で
あ
っ
て
も
、
将
来
‘
そ
の
も
の

よ
p
利
潤
の
生
や
る
見
込
が
あ
る
た
ら
ば
、
そ
の
勝
来
の
利
潤

第
二
十
六
巻

=一五
λ

保

脱

同

が
現
在
比
反
映
し
て
、
現
在
利
潤
左
き
生
産
財
も
悦
値
主
も
つ

己
主
i
h
-

な
る
。
故
に
、
運
賃
下
落
の
結
果
、
出
港
間
労
務
生
向
費

主
市
場
運
賃
止
が
等
し
く
な
っ
た
般
も
、

1
1
1向
、
川
悦
の
鈎

却
も
行
は
宇
、
舵
州
資
本
の
利
子
も
計
算
せ
や
し

τ、
向
ほ
そ

の
航
海
計
算
が
摘
失
で
あ
る
船
舶
で
さ
へ
、
ー
ー
持
来
に
於
て

加
貨
の
騰
黄
山
比
込
が
あ
る
と
認
む
る
蛸
鉱
山

V
R乎
を
凡
山
し

得
た
場
合
に
は
、
或
る
代
偵
を
以
て
資
UH
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
さ
れ
ば
私
も
と
の
貼
に
闘
す
る
説
明
に
は

岡
田

1
m
w

ロ
可

σ。
品
『

E
E岳
何
回
但
ロ
可
〈
巴
町
内

E
F
M
m
窃

r
o
n
E
m
o
r
o
s
c
E司
戸
市
柄
拘

コ
措
ヨ
F
m
一
同
正
主
い
ム
文
言
b
q
一
附
け
加
へ
で
あ
る
。

世
間
に

は
、
現
在
に
於
て
は
何
等
の
利
潤
な
く
、
或
は
モ
の
越
川
が
却

っ
て
損
失
を
獅
ら
す
様
た
姉
舶
で
も
、
向
ほ
相
首
の
代
慨
を
以

て
斑
貿
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
は
、
私
'
と
し
て
も
能
く
知
る
所
で

あ
る
。
併
し
、
そ
の
場
合
に
は
必
宇
賀
子
に
於
て
将
来
に
於
け

る
漣
賃
勝
賞
が
自
百
】
宮
可
せ
ら
れ
て
腐
る
。
諭
訟
子
も
、
寅

在
の
事
宮
を
分
解
し
て
翻
庄
町
す
る
在
ら
ば
、
私
心
説
明
に
恐
ら

〈
異
議
は
た
い
で
あ
ら
う
。

.・..'• j ~ 



五

抵
常
槽
者
が
、
抵
川
目
的
舶
が
鶏
肋
欣
態
に
世
か
札
た
レ
」
き

は
、
同
E
G
F可
誌
に
引
用
せ
ら
れ
た
私
の
あ
の
文
言
自
問
主
以
一

て
之
に
答
へ
る
に
十
分
で
あ
る
と
忠
ふ
。
在
る
ほ

E
、
E
-
G一
宅
一

の
論
説
子
が
言
ふ
如
く
、
抵
首
機
を
賞
行
し
て
、
海
外
に
於
て
二

抵
常
航
船
主
差
押
へ
、
若
し
く
は
之
を
取
っ
て
替
っ
て
越
川
す
一

る
と
と
が
、
抵
官
椛
者
に
負
持
主
哨
加
せ
し
む
る
と
と
t
A

た
一

り
、
損
失
を
背
負
は
す
と
占
誌
な
る
と
見
る
た
ら
ば
‘
彼
一

は
、
抵
首
船
舶
が
翼
船
せ
ら
れ
て
も
何
等
手
を
下
さ
・
干
し
て
拾
一

て
置
く
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
千
の
付
け
千
う
が
左
い
か
ら
一

で
あ
る
。
手
配
向
し
て
も
仰
の
行
く
と
と
が
な
い
か
ら
で

b

一

る
。
賢
明
た
る
祇
設
備
航
者
は
、
必
中
と
の
賠

E
E
-
-
u
p
Z
ナ
一

る。
私
の
昔
ロ
ム
所
ほ
、
で
る
賢
明
た
Z
祇
wum
警
の
態
度
で
あ
一

に
、
増
指
保
主
要
求
す
る
や
否
干
の
間
組
に
つ
い
て
は
、
私

品
。
彼
は
、
抵
常
械
の
賀
行
が
右
内
加
〈
に
し
て
往
々
不
利
征

-F
結
果
す
る
を
慮
る
が
放
に
、
船
舶
以
外
の
も
の
に
於
て
増
捻

保
た
る
も
の
を
型
求
す
る
の
で
あ
る
。
英
吉
利
の
例
は
、
今
直

雑

録

司
巴

4
F『
誌
の
批
評
に
臨
ふ

ち
に
之
を
場
ぐ
る
己
止
困
難
で
あ
る
が
、
我
困
に
於
て
は
、
般

舶
を
抵
蛍
と
す
る
金
銭
貸
借
に
於
て
、
更
に
必
援
の
場
合
に
櫓

推
賞
一
を
・
な
す
の
約
束
あ
る
契
約
は
い
〈
ら
で
も
あ
る
。

真
紀
、
債
務
者
が
財
政
的
但
行
き
つ
ま
り
、
柿
舶
b
u
抵
首
・
と

し
た
る
債
務
の
蹄
演
を
割
賦
占
錯
し
た
る
場
合
に
、
そ
の
制
賦

令
の
支
排
』
と
利
子
の
支
梯
と
を
怠
ら
た
か
っ
た
た
ら
ば
、
場
川
崎

保
を
請
求
す
る
こ
と
が
州
来
左
い
、
止
論
説
子
は
い
ム
。
そ
れ

は
カ
も
で
あ
る
。
元
の
債
務
を
割
賦
緋
消
依
世
田
に
更
改
し
て
、

そ
の
後
の
履
行
に
怠
り
・
恐
け
れ
ば
、
更
に
何
の
瑚
由
主
以
て
捻

保
を
請
求
し
得
ゃ
う
ぞ
。
併
し
私
は
論
説
子
に
尋
ね
た
い
。
債

務
者
が
財
政
的
に
行
き
つ
圭
っ
て
、
一
克
の
債
務
在
、
割
賦
債
務

に
更
改
す
る
際
に
、
依
椴
者
は
何
故
に
、
そ
の
制
賦
伯
務
の
履

行
を
保
越
す
る
用
の
捨
保
を
請
求
し
得
た
い
か
主
。

六

第
三
の
非
難
は
、
不
定
期
船
主
の
繋
船
同
開
'
と
い
ふ
と
止
に

つ
い
て
ピ
あ
る
o

司
自
召
『
可
誌
一
は
い
ふ
。

『
小
島
教
授
は

彼
の
論
文
を
結
ぶ
花
賞
り
弐
の
如
〈
述
べ

て
居
る
。

第
ニ
十
六
巻

三
豆
九

第

焼

五
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雑

司
自
召
『
『
誌
の
批
評
に
胞
ふ

録

か
〈
山
如
〈
、
海
運
事
業
に
於
て
も
、
そ
れ
が
自
鼎
の
偉
な
る
競

争
山
下
に
行
は
る
?
と
き
は
、
正
常
倒
持
論
曲
歌
へ
る
所
由
加
〈
、

市
場
慣
格
同
市
場
抱
負
申
U
が
生
障
費
を
下
り
た
る
場
合
に
需
要
側

白
箆
化
を
侠
た
ず
正
も
、
紡
加
に
於
て
は
、
そ
は
生
成
費
に
一
致
す

べ
{
回
復
の
傾
向
を
と
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
制
局
主
云
ふ
己

主
出
、
正
常
倒
格
論
者
が
油
噛
考
ろ
る
が
如
(
、
柑
廿
晶
な
る
事
柄
ど

は
な
〈
、
市
場
が
λ

ボ
イ
ル
官
ら
れ
て
抑
的
て
車
る
事
情
ざ
あ
る
。

こ
誌
に
於
て
、
不
定
期
船
業
者
同
自
衛
山
一
策
と
し
て
、
船
臨
の
供

給
が
岨
剰
と
な
り
た
る
と
き
日
は
、
調
は
ゆ
る
「
共
同
繋
船
」
又
は

「
繋
舶
同
盟
」
山
手
段
に
依
組
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
白
峰
な
る
競

争
山
下
に
自
滅
白
削
に
臨
む
山
危
険
を
克
れ
ん
と
し
司
叉
、
不
定
畑

船
業
者
山
如
(
運
賃
下
落
山
場
介
に
於
て
も
繋
船
と
い
ふ
手
段

ι

依
制
す
る
こ
と
を
得
ず
L
て
、
資
力
の
計
す
臥
り
替
業
地
根
擁
護
白

品
川
世
上
競
争
刷
部
に
閉
ま
る
山
併
な
き
定
期
船
細
管
者
は
、
匿
に
一

歩
を
粧
品
て
、
海
辺
同
盟
剖
ち
コ
シ
ア
ァ
レ
ン
丸
一
E
机
織
す
る
に
至

る
の
で
あ
る
。

卸
ち
出
迎
非
に
行
は
る
L

自
然
史
値
な
る
競
争
は
、
不
定
期
船
業
.

4

刊
を
L
て
は
.
不
況
時
に
一
時
的
に
て
も
共
同
的
に
競
争
を
剖
簡
す

る
の
手
段
に
都
う
る
に
歪

ι
L晶
、
定
期
船
難
者
を
し
て
は
、
恒
常

的
に
相
互
円
競
争
を
調
怖
制
院
し
て
、
揃
占
的
地
位
を
純
科
す
る
の

同
盟
を
組
純
す
る
に
豆
ら
し
め
、
叫
て
一
は
一
時
的
に
一
は
恒
常
的

に
、
正
常
冊
椅

ω
原
聞
の
外
に
立
っ
て
人
品
的
に
運
賃
を
支
配
す
る

の
批
態
を
作
ら
し
む
る
と
と
L

な
る
の
で
あ
る
。
』

第
二
十
六
巻

ヱハ
O

第

掛

-一-一六

か
く
て
、

3
4
-
4
の
倫
訟
子
は
、
と
の
長
き
初
介

H
つ
批

評
の
文
を
結
ぶ
に
次
の
言
葉
を
以
で
し
た
。

『
私
自
唯
一
の
註
緯
は
、
小
島
教
授
は
、
「
共
同
製
舶
」
と
い

ふ
や
う
た
も
の
も
‘
「
繋
船
同
期
」
L

と
い
ふ
や
う
な
も
の
も
、

い
づ
れ
も
決
し
て
官
在
し
た
い
と
い
ふ
と
止
を
知
っ
て
居
る

主
は
思
は
れ
た
い
、
と
い
ふ
と
主
で
あ
る
。
』

私
は
、

と
の
註
雄
氏
到
し
て
克

ι寸
前
荷
の
た
め
に
註
繰
を
附

け
加
へ
左
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
己
主
に
引
川
せ
ら
れ
た

文
章
の
弐
に
、
郎
ち
前
掲
の
私
の
論
文
の
最
後
に
・
出

2
F
2
0

S
E
E
D凶
E

E
戸

E
F
E
F
m
r自
由
民
自
旨
rmy
同
骨
己
円
三

E

E

《
凶
作

Z
Z
E
E可
山

内

m
T
O
Z
E
Fぬ
罰
百
円
ロ
ロ
目
σ
日
。
同

F
-
ω
:同
点
目
見
当
ヘ
-

i;lと
sぃ。
自」、
内

F布j

号 の
〈、 あ

rヲる
ー と

「 と
司
? 九そ
....JJL 
tーで

f品、
ff 
た
私
ι〉
<n 

" '司、コ
ロ
U司

同

J
2
0

C
E〈
O
B丘、

c
u
E『
E
E
5
5
E
自
mロ
中
。
E
F
0
4自
宅
d
E
Z
O『
司
円
高
』

mz

叶
宵
O
同
日
、
主
題
す
る
論
文
に
於
て
は
、
『
紫
舵
岡
山
た
る
も
の
は
、

或
る
海
運
市
場
が
特
殊
の
事
情
に
よ
り
て
、
世
界
海
運
界
よ
り

悶
絶
せ
る
場
合
か
、
又
は
他
の
海
運
市
場
よ
り
競
争
者
が
来
ら

ざ
る
暫
時
の
期
聞
か

と
の
い
づ
れ
か
の
範
囲
内
に
の
み
、
そ

1) pp・98-103・

， .'・・・.. 
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の
成
立
可
能
が
あ
る
も
の
で

一
般
的
の
又
は
M
K
明
川
に

H
る

所
の
現
肋
同
山
胤
・
な
る
も
の
は
、

枇
川
井
の
不
定
期
航
主
が
山
市
っ
て

之
を
制
織
す
る
に
五
ら
ざ
る
限
り

成
立
可
能
な
き
も
の
で
あ

る』
L
C

い
ふ
と
主
を
詳
し
く
論
じ
て
あ
る
と
主
で
あ
る
。

向
版
、
緊
紡

M
即
た
る
も
の
は
、

E
h
K
辿
べ
た
が
如
く
、

一
般
的
の
も
の
2

と
し
て
‘

叉
は
.
H
K
刷
川
小
付
制
す
る
も
の
主
し

て
は
、
決
し
て
成
立

L
仰
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
制
し
そ
れ
に

も
拘
は
ら
十
、
不
定
期
船
業
対
は
、
出
巡
回
骨
が
不
況
で
競
争
の

兆
一
し
く
た
る
場
合
に
は
・
之
を
何
等
か
の
形
に
於
て
成
-
A
せ
し

め
や
う
主
企
て
る
例
は
雄
主
あ
る
所
で
あ
る
o

そ
れ
は
、
我
図

に
於
て
は
、
先
年
、
一
肺
戸
に
が
、
て
試
み
ち
れ
た
と
と
に
よ
っ
て
、

向
ほ
靴
人
の
此
肱
に
新
ら
た
な
所
で
あ
ら
う
し
・
ま
た
、
私

の
論
文
に
却
す
る
批
討
を
川
げ
た

M

官
刊
の
、
と
の
批
評
交
の
す
寸
前
に
あ
る
〕
奇

HL》
目
指
吾
印
nroEO
止
問
す
る
文
巾
に
見
る
も
、
英
-TH
利
に
於

て
も
、
共
川
嶋
析
や
県
船

M
m
の
計
置
が
今
も
あ
り
、
勤
前
も

司
記
門
司

E
F
口
R
m
Eげ
q
M

Fo--m『
o
z，ω

い
づ
れ
も
航
主
協
合
干
政
附
心
柏
町
同
世
相
刊
丘
か
っ

た
と
い
ふ
と
・
と
に
よ
っ
て
も
之
を
知
る
と
止
が
川
本
市
る
。

あ
っ
た
が
、雑

鍬

徳
川
時
代
内
泌
民
騒
動

私
は
‘
か
く
の
如
く
、
目
白
門
主
弓

J

仙
の
批
汗
忙
刻
し
て
は
悉

〈
ζ

れ
を
承
服
す
る
と
止
を
制
絶
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
例

L
、
世
荒
な
る
紙
耐
を
削
い
て
]
事
な
る
初
介
主
批
評
主
主
拠

へ
て
央
れ
た
諭
稔
子
に
到
し
て
渦
時
山
謝
白

t
去
す
る
も
の
で

あ
る
。

l

l昭
和
三
年
一
月
十
t
日
l
|


